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～抜本改革の理念型～

【独立型】（支持団体：日医、健保連、経団連） 【リスク構造調整】

高齢者

退職者

国保 被用者 国保 被用者

【一元化】【突き抜け型】

被用者

OB

国保 被用者

（支持団体：連合）

・公費重点投入や高齢者に
ふさわしい医療がわかりやす
い

・支持団体の見解は、公費負
担割合、対象年齢等について
様々

・就業構造が流動化している中
で、高齢期になっても被用者・
非被用者を区分することは、社
会連帯の理念が老健制度より
後退

・被用者年金の加入期間を満た
さない者は国保の負担となり、
国保の財政がもたない

・所得形態、所得捕捉の
問題がある

・被用者保険の持ち出し
が多くなる

・何千もの保険者をどうす
るか

・所得形態・所得捕捉が
異なる者の保険料基準を
どうするか

・事業主負担をどうするか

・保険集団構成員の連帯
感や保険運営の効率性
の観点から問題

新しい高齢者医療制度のかたちの検討新しい高齢者医療制度のかたちの検討

以下の４つの方式が提案され、議論。

関係者が全面的に賛同できる案はなし。

約１０年にわたる議論の結果、
独立型(75歳～）と財政調整(65～74歳）

の組み合わせ）で合意。
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長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の運営の仕組み(平成２０年度)長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の運営の仕組み(平成２０年度)

＜対象者数＞ ７５歳以上の高齢者 約１,３００万人

＜７５歳以上の高齢者の医療費＞ １１.９兆円（平成２０年度予算ベース：満年度）

給付費 １０.８兆円 患者負担１.１兆円

被保険者

（７５歳以上の者）

各医療保険（健保、国保等）の被保険者

（０～７４歳）

＜一括納付＞

【都道府県単位で全ての市町村が加入する広域連合】

医療保険者

健保組合、国保など
年金から
天引き

口座振替・
銀行振込等

保険料

＜交付＞

社会保険診療

報酬支払基金

患者

負担

公費（約５割）
〔国：都道府県：市町村＝４：１：１〕

高齢者の保険料
１割

後期高齢者支援金（若年者の保険料）
約４割

７５歳以上の高
齢者の心身の特
性に応じた医療

サービス

＜７５歳以上の方を対象とする理由＞

① ７５歳以上の高齢者については、生活習慣病を中心に入院が増加するなどの特性があり、一般に心身機能の低下が見ら
れることから、病気だけではなく心身全体をみたサービスを提供する必要がある。

② ６５歳から７４歳までの高齢者については、男性で４割、女性で２割の方が就業していることから、制度を支える側に回って
いただく必要がある。

③ 限られた財源の中で、公費を重点的に投入する観点から、対象者を重点化する必要がある。

各医療保険者の支援金負担額は、0～74歳の加入者数に応じて

決まる仕組み ２

参考）介護保険において、被保険者の範囲を４０歳以上とした理由
初老期認知症や脳血管疾患による介護ニーズの可能性が高くなることや、自らの親も介護を要する状態になる可能性が
高くなるため、介護保険制度により介護の負担が軽減されること等を勘案したもの。



老人保健制度と新たな高齢者医療制度の比較老人保健制度と新たな高齢者医療制度の比較

○ ７５歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、平成２０年度に独立した医療制度を創設する。

○ あわせて、６５歳から７４歳の前期高齢者については、退職者が国民健康保険に大量に加入し、保険者間で医療費の負担に

不均衡が生じていることから、これを調整する制度を創設する。

○ 現行の退職者医療制度は廃止する。ただし、現行制度からの円滑な移行を図るため、平成２６年度までの間における６５歳未

満の退職者を対象として現行の退職者医療制度を存続させる経過措置を講ずる。

国保 被用者保険

６５歳

７５歳

国 保 被用者保険

後
期
高
齢
者

制度間の医療費負担の不均衡の調整

75歳

65歳

前
期
高
齢
者

公

費

保

険

料

支 援

国

保

被用者

保 険

退職者医
療

［
独
立
制
度
］

老人保健制度

退職者
医療

退職者医療

（経過措置）

＜老人保健法＞ ＜高齢者の医療の確保に関する法律＞
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前期高齢者の財政調整の全体イメージ前期高齢者の財政調整の全体イメージ

＝ （当該保険者の１人当たり前期高齢者給付費）×当該保険者の０～７４歳までの加入者数

× （ 全国平均の前期高齢者加入率 － 当該保険者の前期高齢者加入率 ）

前期高齢者加入率が、全国平均加入率１２％を上回る保険者については交付金が交
付され、下回る保険者については納付金を納付することとなる。
健保組合は、一般的に前期高齢者の加入率が低いので、納付金を納付することとなる。

全
国

平
均

政
管

健
保

健
保

組
合

国
保

（概念図）
支払基金

＜納付金（Ⅲ） ＞

＜交付金(Ⅱ)＞

１２％

５％

２％

２８％

全国平均の

前期高齢者

加入率

【調整対象基準額（Ⅰ）】

各保険者の納付金
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老人保健拠出金のイメージ老人保健拠出金のイメージ

○ 老人医療費については、全国民が公平に負担することを基本として設定。

○ 各保険者は、保険者間の老人加入者の偏在による負担の不均衡を調整するため、国保・被用者保険の各保険者の

老人加入率が全制度平均と同一であると仮定した場合の老人医療費額を算定し、負担する。

全
国

平
均

政
管

健
保

健
保

組
合

国
保

１０％

４％

２％

２０％

全国平均の

老人加入率

各保険者の老人保健拠出金

＝ 当該保険者の一人当たり老人給付費 × 当該保険者の総加入者数 × 全国平均の老人加入率 × (１－公費負担率)

支 払 基 金

自己

負担

公費（約５割 ※） 〔国：都道府県：市町村＝４：１：１〕

拠出金（約５割）

＜老人医療費＞ １１．１兆円（平成１９年度予算ベース） 給付費 １０．１兆円 患者負担 １．０億円

【老健実施市町村】

※ 現役並所得者に対する公費負担が無いため実際の負担率は５割未満である。
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退職者医療制度（旧制度）の仕組み退職者医療制度（旧制度）の仕組み

75歳

65歳

患者

負担

＜ 負担の仕組み：１９年度賦課ﾍﾞｰｽ＞

退職者医療制度

【標準報酬総額による按分】

０．７兆円 ０．８兆円

２．１兆円

等２．９兆円

６

国 保 被用者保険

退職者医

退職者

医療制度

＜従前の老人保健制度＝市町村が運営＞

拠 出 金
（５割）

公 費
（５割※）

ＯＢ分を負担

※３割(平14)→５割(平19)

○ 退職などによって企業を辞めた者は、国保に加入する。

○ 被用者の期間が長期にわたる者（２０年以上）の医療費については、自ら支払う保険料と各被用

者保険制度からの拠出金により賄っている。

○ この拠出金については、各被用者保険が財政力に応じて負担。（報酬総額で按分）

退職者自

ら支払う

保険料

各被用者保険制度からの

拠出金

共
済
組
合

組
合
健
保

政
管
健
保

等

給付費

※平成２０年度以降の退職者医療制度については、平成２６年度までの間における６５歳未満の退職被保険者等
が６５歳に達するまでの間、経過的に現行の退職者医療制度を存続させる。



長寿医療制度における障害認定の仕組み等について

６５歳～７４歳で
一定の障害の
状態にある方

長寿医療制度に加入

【患者負担について】

・ 原則１割負担（現役並み所得者
は３割負担）

申請により、広域連合の
障害認定を受けた方（※）

国保又は被用者保険に加入

【患者負担について】

・ ６５歳～６９歳の方は、３割負担

・ ７０歳～７４歳の方は、２割負担
（ただし、平成２１年度までは１割負
担（現役並み所得者は３割負担））

（※） なお、障害認定を受けた方が、その認定
に係る申請を撤回する旨の申し出をされた場合、
将来に向かってその認定を取り消し、国保又は
被用者保険に加入することが可能。

それ以外の方

【医療費助成事業について】

① 地方自治体（１０道県）によっては、障害者を対象とした独自の医療費助成事業において「長寿医療制度に加入し
ていること」を助成要件としており、長寿医療制度に加入しなければ当該助成が受けられなくなるとの指摘があった。

② これに対して、厚生労働省としては、５月の全国会議において、助成要件の見直し等の検討を依頼するとともに、７
月に保険局長通知により、改めて依頼。

③ 現在、一部の自治体（山口県、栃木県等）において見直しを決定し、多くの自治体においても見直しの検討あるい
は調査を行っているところ。

選択
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職場医療保険
(一定規模の事業所における被用者)

公・教医療保険
(公務員、教職員)

地域医療保険
(都市の自営業者、農漁業)

1998年～

国民医療保険管理公団

９０年代において、各
医療保険間の財政力
の格差や保険料負担
の不公平さといった財
政運営上の問題につ
いて、国民の不満が
高まる。

2000年～
国 民 健 康 保 険 公 団

○ 運営組織・財政については、一元化されている。
○ 加入者については、

① 職場加入者（一般労働者・公務員・教職員、その被扶養者）
② 地域加入者（都市地域の自営業者、農漁村地域の住民)

となっている。保険料基準については、それぞれ、
① 標準報酬月額×保険料率
② 所得、財産、生活水準、経済活動参加率等を反映させた負担能力を点数化（保険料賦課点数）し、これを

もって、世帯単位で等級別・定額制の保険料を算定
となっている。また、①については労使折半が原則であるが、②については（事業主・本人負担分も含め）全額
本人負担である。

○ したがって、①、②の間で統一した保険料基準が設定されておらず、保険料負担の公平性が課題。

一元化にあたってのポイント

韓国の医療保険制度における一元化の取組について韓国の医療保険制度における一元化の取組について

８



○ ドイツの公的医療保険では、公法人である疾病金庫が保険者。地域・産業・職業・企業などによって区分される
８種類の疾病金庫からなる。

○ また、疾病金庫の管理運営は伝統的に「当事者自治の原則」に基づいて行われ、ドイツの医療保険制度は多元的・
分権的な点が特徴であるが、疾病金庫の総数は、1992年 1221金庫 → 2007年 242金庫 とここ15年間で大幅に

統合再編が進んでいる。

○ 「医療基金」の創設
→ 基金は連邦保険庁が運営。基金が全国一律の保険料率による保険料収入及び国庫補助を一括して受け入れ、

各疾病金庫に対して、加入者人頭割の交付金と、加入者の年齢・性別・罹患率を指標とするリスク構造調整の
ための加算金を交付する仕組みを創設。

→ 保険料は、被保険者の保険料算定基礎収入に保険料率を乗じて得た額となる。保険料負担は、被用者につい
ては労使折半が原則であるが、自営業者については（事業主・本人負担分も含め）全額本人負担が原則である。

また、自営業者に対する保険料基準については、①一般に所得が高いため、保険料算定の限度額の上限、
②所得税決定通知書で前年所得が証明できればその額、③所得が少ない場合は予め設定する最低算定基礎額
のいずれかを適用している。

→ したがって、被用者と自営業者との間で、保険料負担の仕組みが異なっている。また、基金の創設につい
ては、疾病金庫側の反対が強いとも言われており、今後の動向に注意が必要。

○ 異なる疾病金庫間での合併が可能となる（2007年施行）。また、各疾病金庫における連邦レベルの連合会を１つに
統合。

２００７年 医療保険競争強化法の制定（多くは２００９年１月より施行）

ドイツの医療保険制度における一元化の取組についてドイツの医療保険制度における一元化の取組について

○ 加入する疾病金庫を被保険者が自由に選択できるように段階的に措置
→ 被保険者の獲得をめぐる疾病金庫間の競争が激しくなり、それに伴い疾病金庫の統合再編が進展。

１９９３年 医療保険構造法の制定

９



後期高齢者医療広域連合の組織形態（平成２０年１０月１日時点）

１．広域連合長 都道府県庁所在地の市区町村長・・・２７県
その他の市区町村長・・・２０県

２．議員定数

３．職員数

市区町村からの派遣 都道府県からの派遣 国保連からの派遣 その他

１，２１０人 ４９人 ２６人 ５１人

４７都道府県 ２９都道府県 １６都道府県 １７都道府県

２０人未満 ２０人～２９人 ３０人～３９人 ４０人～４９人 ５６人 ７７人

１１都道府県 ２３都道府県 ９都道府県 ２都道府県 １都道府県 １都道府県

２０人未満 ２０人～２９人 ３０人～３９人 ４０人～４９人 ５０人～５４人 ６５人

５都道府県 ２７都道府県 ９都道府県 ３都道府県 ２都道府県 １都道府県

全職員数 １，３３６人 内訳
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４．広域連合の処理する事務

① 被保険者の資格の管理に関する事務
② 医療給付に関する事務
③ 保険料の賦課に関する事務
④ 保健事業に関する事務

総務課

○総務担当

○財務担当

管理課

○保険料担当

○電算担当

広域連合長

副広域連合長

事務局長

事務局次長

会計管理者

会計課

○会計担当

資格給付課

○資格担当

○給付担当

議会

選挙管理委員会

監査委員

※広域連合組織の一例
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５．長寿医療制度の運営主体

長寿医療制度の運営主体については、（１）広域連合の他に、（２）市町村、（３）都
道府県、（４）一部事務組合が議論された。

○独自の首長及び独自の議会を持っており、責任をもって保険者機能を発揮できる。
○広域連合における事務処理は、国民健康保険や老人保健制度に精通した市町村の職員が中心となって

行うことができ、保険料決定や保険料徴収等について、広域連合と市町村が密接な連携のもとに、事務
処理を行っていくことが可能である 。

（１）広域連合

（２）市町村

○高齢化の進展に伴い老人医療費は増大することが見込まれており、後期高齢者医療制度の運営に当た
っては、財政の安定化を図る観点から広域化を図る必要がある。

○他方、保険料徴収や各種申請の受付等の窓口業務については、住民に身近な行政主体として、住民
情報を保有し、日頃から地域住民に接している市町村が担うことが適当である。

○このような事情や関係者との協議を踏まえ、保険料徴収等の事務は市町村が行うこととした上で、都道
府県単位で全市町村が加入する広域連合を設立し、当該広域連合を運営主体とすることにより、財政
運営の広域化及び安定化を図ることができる。

（３）都道府県

○都道府県は、住民に関する基礎情報を保有せず、医療保険の事務処理に関するノウハウの蓄積もない。
○また、保険料の徴収等の事務処理に関するノウハウの蓄積がなく、都道府県が、こうした事務を担うこと

は、現実的には困難である。 12



区 分 広 域 連 合 一 部 事 務 組 合

・特別地方公共団体 ・同左

・都道府県、市町村及び特別区

・構成団体またはその執行機関の事務の一部の共同処理

・規定なし

・規定なし

・関係地方公共団体がその議会の議決を経た協議により規約を定め、都
道府県の加入するものは総務大臣、その他のものは都道府県知事の許
可を得て設ける。

・議会 ――― 管理者（執行機関）

ただし、複合的一部事務組合のおいては、管理者に代えて理事会を設
けることができる。

・議会の議員及び管理者は、規約の定めるところにより、選挙されまたは
選任される（充職も認められる）。

・都道府県、市町村及び特別区

・多様化した広域行政需要に適切かつ効率的に対応するとともに、国か
らの権限移譲の受け入れ体制を整備。

・国又は都道府県は、広域連合に対して直接に権限・事務に委任を行う
ことができる。

・都道府県の加入する広域連合は国に、その他の広域連合は都道府県
に、権限・事務を委任するよう要請することができる。

・構成団体に規約を変更するよう要請することができる。

・広域計画を策定し、その実施について構成団体に対し勧告することが
できる。広域計画は、他の法定計画と調和が保たれるようにしなければ
ならない。

・関係地方公共団体がその議会の議決を経た協議により規約を定め、都
道府県の加入するものは総務大臣、その他のものは都道府県知事の許
可を得て設ける。

ただし、総務大臣は、広域連合の許可を行おうとするときは、国の関係
行政機関の長に協議するものとする。

・議会 ――― 長（執行機関）

・議会の議員及び執行機関の選出については、直接公選又は間接選挙
による。

団体の性格

構成団体

設置の目的等

国等からの事務
権限の委任

構成団体との関
係等

設置の手続

組織

議員等の選挙の
方法等

○地方公共団体の広域的な事務処理の形態としては、一部事務組合もあるが、広域連合は、平成６年の
地方自治法の改正により創設された新しい制度であり、一部事務組合と比較して、

ア 広域計画の策定が義務づけられており、広域的な行政の推進により適した仕組みであること
イ 構成団体に規約を変更するよう要請することができるなど、より自立的な組織であること
ウ 一部事務組合の議会の議員及び管理者の選出については充職が認められるのに対し、広域連合

の議会の議員及び執行機関の選出については直接公選又は間接選挙が義務づけられており、
より民主的な組織であること などを勘案して、広域連合を選択した。

（４）一部事務組合
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６．広域連合の状況

全国の広域連合設立数・・・１１１広域連合（平成２０年４月１日時点）

広域連合の状況（例）

後期高齢者医療広域連合
介護保険又は国民健康保険
に関する事務を行う広域連合

その他の広域連合 合計

４７広域連合 ４９広域連合 １５広域連合 １１１広域連合

広域連合の名称 空知
　そ ら ち　

中部広域連合 大雪
たいせつ

地区広域連合 最上
　も　が　み　

地区広域連合 福岡県介護保険広域連合

広域連合を組織
する地方公共団体

北海道内の６市町（１市５町） 北海道内の３町 山形県内の４町村（２町２村） 福岡県内の３９市町村
（５市３０町４村）

主に処理する事務 （１）国民健康保険事業に関する事務
（国民健康保険直営診療施設に係る事
務を除く）
（２）介護保険事業に関する事務
（３）広域化の調査研究　など

（１）国民健康保険事業に関する事務
（２）介護保険事業に関する事務
（３）長寿医療制度に関する事務
（４）乳幼児医療給付事業、ひとり親家
庭等医療給付事業などに関する受託
事務
（５）広域化の調査研究

（１）国民健康保険事業に関する事務
（国民健康保険直営診療施設に係る事
務を除く）
（２）重度心身障害（児）者・乳幼児及び
母子家庭等医療給付事業に関する事
務
（３）広域化の調査研究

介護保険事業の
（１）被保険者の資格の管理に関する
事務
（２）要介護認定及び要支援認定に関
する事務
（３）保険給付に関する事務
（４）介護保険事業計画の策定に関す
る事務
（５）保険料の賦課及び徴収に関する事
務
（６）その他介護保険制度の施行に関
する事務

※うち介護保険に関する事務を行う広域連合：４８広域連合
国民健康保険に関する事務を行う広域連合：４広域連合
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市町村国保の現状について

被保険者数 ～5千 5千～1万 1万～5万 5万～10万 10万～30万 30万～ 合計

保険者数 ６３９ ３８５ ６３７ ８８ ５７ ９ １，８１５

役職 課長以上 係長相当職以上 一般職員 嘱託徴収員 レセプト専門員 合計

平均人数 １．４人 ３．２人 ７．７人 ２．０人 ０．９人

１，６１９人

１５．１人

２７，５２４人全保険者人数 ２，４５８人 ５，８７７人 １３，９１２人 ３，６５８人

年度 １６ １７ １８

赤字保険者数 １，４９５（５９．１％） １，１６９（６３．７％） ９４８（５２．１％）

２．一保険者あたりの職員数

保険者数は平成19年4月1日現在、被保険者数は平成19年度年間平均

１．保険者数

全保険者人数（平成19年3月末現在）を保険者総数１８１８（平成１９年3月末現在）で除して計算

３．単年度収支差引額赤字保険者数

法定外の一般会計繰り入れ（平成１８年度：約３，６００億円）を含めた単年度収支の赤字保険者数
（）内は全保険者数に占める割合
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保険料 保険税

２３６保険者 １５９７保険者

賦課方式 ４方式 ３方式 2方式

保険者数 １４７４ ３１４ ４５

被保険者数 ２２，２５４千人 １８，６６１千人 ７，０１６千人

市町村国保の保険料（税）賦課方式について

１．国民健康保険料と国民健康保険税の保険者数

平成18年度国民健康保険実態調査報告より（総数１８３３保険者）

２．保険料（税）賦課方式別の保険者数

平成18年度国民健康保険実態調査報告より（総数１８３３保険者）
※4方式とは所得割・資産割・均等割・世帯別平等割を保険料（税）の計算に使用

3方式は所得割・均等割・世帯別平等割、2方式は所得割・均等割を保険料（税）の計算に使用

３．所得割算定方式別の保険者数

算定方式 旧ただし書き方式 本文方式 住民税方式

保険者数 １，７５３ １ ３８

保険者数は平成２０年４月１日現在
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